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お問合せ先：

断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
（経済産業省・国土交通省連携事業）

補助事業対象の例

間接補助事業

住宅における熱の出入りの大半は窓等の開口部で発生しているにもかかわら
ず、日本の住宅の７割は単板ガラスの窓のみによって構成されていることから、
窓の断熱改修による住宅の省エネ・省CO2化のポテンシャルは大きい。
このため、本事業では、くらし関連分野のGXを加速させるため、既存住宅等に

おける断熱窓への改修に対して補助を行う。

• 補助額：工事内容に応じて定額
• 対 象：住宅及び一部の非住宅建築物における、窓（ガラス・サッシ）の
断熱改修工事（内窓設置、外窓交換、ガラス交換）等

• 要 件：熱貫流率（Uw値）1.9以下など、建材トップランナー制度2030年
目標水準値を超えるもの、その他の要件※を満たすもの等

※要件の一例（企業の規模等による）
製造事業者が当事業の実施によって得られる収益の一部を基に自社の成長等を図っていくこと等
についてコミットすること。

くらし関連分野のGXを加速させるため、断熱窓への改修による即効性の高いリフォームを推進します。
【令和７年度補正予算額 112,500百万円】

【現状】

住宅の所有者、民間事業者及び団体等

令和７年度
■補助対象

住宅の熱の出
入りの７割は
開口部から

日本の住宅の７割は
単板ガラス窓のみ すべての窓が

二重サッシ又は
複層ガラス窓
（約18%）

一部の窓が
二重サッシ又は
複層ガラス窓
（約16％）

単板ガラスのみ
（二重サッシ又は
複層ガラス窓な
し）（約67％）

出典：R5住宅・土地統計調査を基に
環境省作成

内窓
既存の
サッシ

内窓設置 外窓交換 ガラス交換

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室/住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話：0570-028-341

参照：（一社）日本建材・住宅設備産業協会省エネルギー建
材普及促進センター「省エネ建材で、快適な家、健康な家」

• 2050年ネット・ゼロの実現や2030年度の温室効果ガス削減目標の達成に貢献するため、断熱性能の高い窓の導入
を支援し、住宅の脱炭素化と「ウェルビーイング／高い生活の質」の実現に貢献する。

•先進的な断熱窓の導入加速により、価格低減による産業競争力強化・経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実
現する。
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